
出水地域における医療機能の基準
【 予    防 】 【 アクセス 】 【 治療～回復 】 【 回復～社会復帰 】

・うつ病の予防（メンタルヘルス） ・うつ病症状が出ている患者を専門医に紹介
できる

・うつ等の状態に応じて，外来医療や入院
医療を提供できる

・再発を予防して地域生活を維持できる

・社会復帰（復職等）に向けた支援，外来医療や訪問診療等を提
供できる

・うつ病を予防する ・うつ病の可能性について判断（初期診療）
できる

・専門医に受診できるまでの期間をできるだ
け短縮する

・うつ病と双極性障害等のうつ状態を伴う
他の疾患との鑑別診断ができる

・（入院の場合）退院に向けて病状の安定
を図るとともに退院支援を行う

・患者ができるだけ地域で生活が維持できる

・社会復帰（復職等）のための支援を提供できる

・精神科医療機関においては，急変時に対応，または適切に紹介
できる

医

療

①住民の精神的な健康の増進，うつ病に関
する知識の普及啓発などの一次予防に協力
している（相談対応ができる）

①うつ病の可能性について判断（初期診療）
できる

②症状が軽快しない場合等に，専門医療機関
となる精神科医師等に適切に紹介ができる
（出水地域G-Pネット紹介システム）

①うつ病とうつ状態を伴う他の疾患につい
て鑑別診断ができる

②重症度に応じて，薬物療法及び精神療法
等を含む精神科医療を提供できる

③精神科医，臨床心理士，看護師等のチー
ムによる支援体制がある

＊対象者の状況に応じて①～④のうち，必要な支援ができる

①患者の状況に応じて，適切な精神科医療（外来医療，訪問診
療）を提供できる

②精神科医と連携して，適切な医療の提供ができる。

③患者に応じた退院後の生活リズム獲得に向けた助言ができる

④精神科医療機関においては，緊急時の対応や連絡体制を確保し
ている

地

域

連

携

①保健所，市町村，県精神保健福祉セン
ター，産業保健の関係機関と連携している

①保健所，市町村，県精神保健福祉セン
ター，産業保健の関係機関と連携できる

②高齢者については，必要に応じ，地域包括
支援センター，産業保険の関係機関と連携で
きる

③かかりつけ医師（一般の医療機関）等を対
象としたうつ病の診断治療に係る研修等に，
できるだけ参加している

①かかりつけの医師等を含む，地域の医療
機関と連携している

②有職者の場合，職域の産業医，安全衛生
担当者との連携により復職に必要な支援を
行う

③高齢者の退院支援及び地域生活維持のた
めに，地域包括支援センター，居宅介護支
援事業所と連携し，必要な支援を行う

④障害福祉サービスが必要な場合，サービ
ス計画作成を行う相談支援事業者（市町村
指定）と連携し，生活の場で必要な支援に
ついて，障害福祉サービス事業所へ助言で
きる

＊対象者の状況に応じて①～⑤のうち，必要な支援ができる

①有職者の場合，職域の産業医，安全衛生担当者との連携により
就労継続に必要な支援を行う

②ハローワーク，障害者就業・生活支援センター等と連携し就職
や復職等に必要な支援を提供できる

③高齢者については，地域包括支援センター及び居宅介護支援事
業所と連携し必要な支援を行う

④障害福祉サービスが必要な場合，サービス計画作成を行う相談
支援事業者（市町村指定）と連携し，生活の場で必要な支援につ
いて，障害福祉サービス事業所へ助言できる

⑤デイケア等で就労支援のためのリハビリテーションを実施して
いることがのぞましい

・市町
・保健所
・県精神保健福祉センター
・地域産業保健センター

・救急医療機関
・消防（救急）
・市町
・保健所
・地域包括支援センター，居宅介護支援事業
所
・県精神保健福祉センター
・地域産業保健センター
・薬局

・救急医療機関
・消防（救急）
・市町
・保健所
・地域包括支援センター，居宅介護事業所
・県精神保健福祉センター
・地域産業保健センター
・薬局

・市町
・保健所
・県精神保健福祉センター
・ハローワーク
・障害者職業センター
・障害者就業・生活支援センター
・地域産業保健センター
・地域包括支援センター，居宅介護支援事業所

地域医療連携計画に係る医療機関一覧（出水地域/うつ症）
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出水地域の医療機関一覧（市町別）（50音順）

下記については，令和元年９月現在で上記基準を満たし，かつ，公表することの承諾を得た医療機関を掲載していることにご留意ください。


